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用語解説

No. 用　　語 読み仮名 解　　説

１ アレルゲン あれるげん

アレルゲンを含む食品
　食物アレルギーの原因となる物質を含む食品のことをいい
ます。近年、食物アレルギーによる健康被害が多くみられる
ため、平成14（2002）年４月から、アレルゲンを含む食品の
表示が義務付けられました。
　令和８（2026）年３月現在、特定原材料として「えび、カ
シューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花
生」の９品目が表示を義務付けられ、特定原材料に準ずる
ものとして「あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフ
ルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピ
スタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りん
ご、ゼラチン、アーモンド」の20品目についても表示が推
奨されています。

２ いわゆる「健康
食品」

いわゆるけんこ
うしょくひん

　いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律
上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品とし
て販売、利用されるもの全般を指しているものです。その
うち、国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たし
た「保健機能食品制度」（特定保健用食品、機能性表示食
品、栄養機能食品）があります。

３ 栄養教諭 えいようきょうゆ
　栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する教育
職員で、児童生徒の栄養に関する指導及び管理をつかさどり
ます。

４ エシカル消費 えしかるしょうひ 　地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に
配慮した消費行動のことをいいます。

５
家畜の生産段階
における衛生管
理ガイドライン

かちくのせいさん
だんかいにおける
えいせいかんりが
いどらいん

　農林水産省が、農産物の安全性の確保のため、生産段階に
おけるHACCP方式の確立を目指し、採卵鶏・ブロイラー・
豚・肉用牛・乳用牛の５畜種ごとに定めた衛生管理のガイド
ラインです。本ガイドラインは、生産現場でも応用できるよ
う、特別な設備・装置や特殊な技術を必要としないで、日常
の飼養管理の中で実施できる方法になっています。

６ 家畜防疫員 かちくぼうえき
いん

　家畜伝染病予防法に基づき、知事が任命する県職員（獣医
師）で、法律に基づく検査や家畜農家に対する家畜飼養衛生
管理基準の指導等、さまざまな事務に従事しています。

７ 学校給食衛生管
理基準

がっこうきゅう
しょくえいせい
かんりきじゅん

　学校給食法（昭和29年法律第160号）の趣旨を踏まえた
学校給食を実施する教育委員会等（学校の設置者）の責務や
学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理
の過程等における衛生管理、その他の学校給食の適切な衛生
管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ま
しい基準が規定されているものです。学校給食の衛生管理
は、HACCPの考え方に基づいて実施されています。

(50音順）

用
語
解
説

Ⅲ　
資　
料



− 36 −

No. 用　　語 読み仮名 解　　説

８ 監視伝染病 かんしでんせん
びょう

　家畜伝染病予防法で規定される家畜伝染病（28疾患）
と届出伝染病（71疾患）の総称で、疾病ごとに対象家畜
（牛、馬、豚、めん羊、鶏、蜜蜂等）が規定されていま
す。これらの疾病に罹っている家畜（疑いを含む）を発見し
た者（原則、獣医師）は、家畜保健衛生所に届け出なければ
なりません。

９ カンピロバクター かんぴろばくたー

　家畜、家禽類の腸管内に生息している細菌です。生の鶏肉
や牛肉が感染源となることが多く、食品や飲料水を介して感
染することもあります。乾燥に弱く、また通常の加熱調理
で死滅しますが、他の食中毒菌に比べて少ない菌量で発症
します。主な症状は下痢、腹痛、発熱等ですが、ギラン・
バレー症候群を発症する場合があることが指摘されていま
す。

10 危害情報の申出 きがいじょうほ
うのもうしで

とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例第17条
に基づき、県民が人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食
品に関する情報を入手した場合、県に対し適切な対応をする
ための申出をすることができる制度です。申出者は、住所、
氏名を明らかにする必要があります。

11 GAP ぎゃっぷ

Good Agricultural Practice：農業生産工程管理
　農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して
定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確
な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善
活動のことです。GAPを実践することにより、食品の安全
性向上、環境の保全、労働安全の確保、競争力の強化、品質
の向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消費者
や食品製造事業者等の信頼の確保が期待されます。

12 牛個体識別制度 ぎゅうこたいし
きべつせいど

　牛は、生まれてから死亡・とさつまでの移動履歴等情報を
１頭ごとに付された番号（個体識別番号）により、一元的に
管理されています。とさつ・解体処理された後の牛肉につい
ても、消費に至る流通の段階で個体識別番号等の表示を義務
付けることにより、牛肉の個体情報を確認できる仕組みを構
築することを目的として、牛トレーサビリティ法（牛の個体
識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法）が平成
15（2003）年６月11日に成立し、現在もこの制度により、
牛の個体情報の管理がされています。

13 給食施設 きゅうしょくし
せつ

　特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設の
ことをいいます。
　健康増進法第20条第１項に規定される施設で、１回100
食以上又は１日250食以上の食事を供給する施設を「特定給
食施設」、それ以外を「その他の給食施設」といいます。
　そのうち、同一メニューを１回300食以上又は1日750食
以上を提供する調理施設を大量調理施設といいます。
　大量調理施設は、集団給食施設等における食中毒を予防す
るためにHACCPの概念に基づく「大量調理施設衛生管理マ
ニュアル」が適用されます。（ただし、上記以外の食数を提
供する中小規模調理施設についても、本衛生管理マニュアル
の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底が示されています）
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

14
給食施設におけ
る 食 物 ア レ ル
ギー対応

きゅうしょくし
せ つ に お け る
しょくもつあれ
るぎーたいおう

　児童福祉施設では「保育所におけるアレルギー対応ガイド
ライン（厚生労働省）」、学校等＊では「学校のアレルギー
疾患に対する取り組みガイドライン（文部科学省監修）」に
基づき実施されます。
（＊学校等とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学
校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、中等
教育学校、大学等を示します。）

15 魚病 ぎょびょう

　魚が感染し発症する病気のことで、主にウイルス、細
菌、真菌、寄生虫による病気があります。淡水魚における代
表的なものに、マゴイとニシキゴイに発生するコイヘルペス
ウイルス病などがあります。

16 県政出前講座
（食の安全関連）

けんせいでまえ
こうざ

　県民からの要請により県職員が集会場等に出向いて、食品
の安全性の確保に関する施策や国内外の食品に関する最新の
話題等についてわかりやすく講義し、食品に対する基本的な
知識の理解を図ります。
　講座では、食中毒予防の知識や食品表示の見方、HACCP
等食の安全や健康増進に関することをテーマとして設定して
います。

17 広域連携協議会 こういきれんけ
いきょうぎかい

　平成30（2018）年６月に公布された食品衛生法等の一部を
改正する法律の施行により、厚生労働大臣が、食品衛生にお
ける監視指導の実施に当たっての連携協力体制を整備し、広
域的な食中毒事案等の発生又はその拡大及び広域流通食品等
の食品衛生法違反を防止するため、地方厚生局の管轄区域毎
に設けた、国、都道府県その他保健所設置市等により構成さ
れた協議会です。

18 国際水準に準拠
したGAP

こくさいすいじゅ
んにじゅんきょし
たぎゃっぷ

　農林水産省が策定した「国際水準GAPガイドライン」
で規定している、食品安全、環境保全、労働安全、人権保
護、農場経営管理の５分野の取組事項を満たしたGAPを指
します。

19 米トレーサビリ
ティ法

こめとれーさび
りてぃほう

米穀類の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す
る法律
　米穀等に関して、食品としての安全性を欠くものの流通
を防止し、表示の適正化及び適正かつ円滑な流通を確保する
ため、米穀等を取り扱う業者に対し、取引等に係る記録の作
成・保存（トレーサビリティ）及び産地情報の伝達を義務付
ける目的で、平成21（2009）年4月17日に成立しました。

20 サルモネラ属菌 さるもねらぞく
きん

　サルモネラ属菌は、鶏・豚・牛等の動物の腸管や河川・下
水道等の自然界に広く生息する細菌です。この菌は、人が食
中毒を起こす原因のひとつであることが知られており、実際
の食中毒事例では食肉や鶏卵等の食品から検出されることが
あります。

21 残留農薬一斉分
析法

ざんりゅうのう
やくいっせいぶ
んせきほう

　農作物の栽培又は保存時に使用され、食品中に残留した農
薬を残留農薬といい、ポジティブリスト制度により数多くの
農薬成分の分析が必要になりました。そのため高度な分析機
器を用い農薬成分を一度にできるだけ多く分析し解析する方
法をいいます。
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

22 収去等による試
験検査

しゅうきょとう
によるしけんけ
んさ

　食品衛生監視員等が工場や販売店に立ち入り、試験検査用
として食品・飼料等を法律に基づき必要な量を無償で採取
し、検査をすることをいいます。

23 飼養衛生管理、
飼養衛生管理基準

しようえいせい
かんり、しよう
えいせいかんり
きじゅん

　家畜伝染病予防法において、家畜飼育管理の方法に関
し、家畜（牛、豚、鶏等）の所有者が守るべき基準として定
められています。具体的には、家畜の伝染病疾患の発生を予
防するとともに、安全な畜産物を生産するには、畜舎の清掃
や消毒の励行等日常衛生管理を徹底し、家畜伝染性疾病の病
原体の汚染を減らすことが重要なことから、そのために必要
な飼養管理上の留意事項について、家畜の種類ごとに規定さ
れています。

24 消費者団体 しょうひしゃだ
んたい

　消費者の権利保護のため、消費者が自主的に組織した団体
のことを指します。

25 食生活改善推進員
しょくせいかつ
かいぜんすいし
んいん

　「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、地域におけ
る健康づくり活動を実践及び推進することを目的に、市町
等において開催される「食生活改善推進員養成講座」を受
けて、健康づくりのためのボランティアとして他の組織の
方々と連携しながら活動している方です。「食改（しょっか
い）さん」と呼ばれています。

26 食中毒 しょくちゅうど
く

　食品に起因する胃腸炎、神経障害等の中毒症状の総称
で、その原因物質によって細菌やウイルスによるもの、自然
毒によるもの、化学物質によるもの、その他のもの（寄生虫
等）、原因不明なものに分類されています。

27 食と農の相談室 しょくとのうの
そうだんしつ

　県農政課及び各農業振興事務所に設置した、食と農に関す
る相談窓口です。

28 食品衛生指導員 しょくひんえい
せいしどういん

　食品等事業者で構成する（公社）栃木県食品衛生協会の会
員で、養成教育の課程を修了した者を、同協会長が委嘱する
もので、自主活動として食中毒、食品事故等の未然防止、衛
生水準の向上を図るため、健康福祉センターと連携して営業
施設に対する巡回指導、啓発活動や新規開業者に対する事前
指導や相談業務を行います。

29 食品衛生推進員
しょくひんえい
せいすいしんい
ん

　食品衛生法に基づき、食品衛生の向上に関する自主的活動
に協力的で、社会的信用があり、かつ、地域の食品衛生活動
に積極的に取り組んでいる者の中から知事が委嘱するもの
で、地域における衛生管理水準の向上のために、営業施設
などの衛生管理方法や食品衛生に関する事項についての相
談、指導、助言を行います。

30 食品衛生責任者
しょくひんえい
せ い せ き に ん
しゃ

　「食品衛生法施行規則」で営業施設に設置することが義務
付けられている者で、調理師等の有資格者のほか講習会の課
程を修了した者の中から任命され、施設及び食品取扱等に関
する衛生管理、従業員の教育訓練等を行います。原則とし
て、１施設１名の設置が義務付けられています。

31 食品廃棄物等 しょくひんはい
きぶつとう

　食品製造の段階で発生する副産物（米ぬか、ビール粕、果
汁粕等）、食品加工調理段階で発生する料理屑や利用されな
かった食材、食品流通段階で発生する余剰食品や期限切れ食
品、食品消費段階で発生する食べ残し等です。
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

32 食品表示法 しょくひんひょ
うじほう

　食品衛生法、JAS法（旧：農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律）及び健康増進法の３つの法律の食
品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が平成25

（2013）年６月28日に公布（平成27（2015）年４月１日施
行）され、事業者にも消費者にも分かりやすい表示を目指し
た具体的な表示ルールである「食品表示基準」が策定されま
した。

33 食品ロス しょくひんろす

　「本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品」の
ことです。例えば、製造・流通・販売の過程で発生する規格
外品や売れ残り、飲食店での客が食べ残した料理や仕込みす
ぎた食材、家庭で賞味期限が切れた食材や調理後の食べ残し
などです。

34 食物アレルギー しょくもつあれ
るぎー

　食物アレルギーは乳幼児期から学童期にかけて多く見られ
ます。アレルゲンを含む食品を食べることで、じんましん
などの症状が起きます。人によっては、アナフィラキシー
ショックのような重篤な症状が起きることがあります。

35 人獣共通感染症
じんじゅうきょ
うつうかんせん
しょう

　人と動物の間で自然に移行する感染症のことです。同義語
として「人と動物の共通感染症」や「人畜共通感染症」、
「ズーノーシス」などの名称があります。

36 水産用医薬品 すいさんようい
やくひん

　動物用医薬品のうち、水産動物の病気の診断、治療、予防
に使用されるものです。

37 水産流通適正化
法

すいさんりゅう
つうてきせいか
ほう

　令和2（2020）年12月11日に施行された新しい法律の略称
で、正式名称を「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に
関する法律」といいます。違法かつ過剰な採捕が行われるお
それが大きい特定水産動植物等（アワビ、ナマコ、ウナギの
稚魚、クロマグロ等）について、取扱事業者間における取引
記録の保存や、輸出入の際に適法に採捕されたものであるこ
とを証明する書類の添付を義務付ける等により、違法に採
捕された漁獲物が国内に流通することを防ぐための法律で
す。

38 生物的防除資材 せいぶつてきぼ
うじょしざい

　害虫を食べる昆虫（天敵）や病原菌の生育を抑える微生物
等の有益な生物を利用して病害虫による被害を防ぐ資材を
「生物的防除資材」といいます。

39 施策提案制度 せさくていあん
せいど

　とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例に基づ
き、県民が、県に対して食品の安全性を確保する目的で制度
の新設や運用の改善等の施策を提案することができる制度
です。施策を提案する場合は、施策提案書の提出が必要で
す。

40
総 合 的 病 害
虫 ・ 雑 草 管 理
（IPM）

そ う ご う て き
びょうがいちゅ
う・ざっそうか
んり

IPM：Integrated Pest Management
　抵抗性品種の導入等により病害虫の発生しにくい環境を整備
するとともに、発生予察情報の活用等により病害虫等の発生状
況を把握し、各種の防除手段を組み合わせて適切かつ効果的・
効率的な防除を実施することを通じ、病害や虫害の発生を経済
的被害が生じるレベル以下に抑制し、かつ、その低いレベルを
維持させるための総合的な病害虫等の管理方法です。
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

41 大量調理施設衛
生管理マニュアル

たいりょうちょ
うりしせつえい
せ い か ん り ま
にゅある

　集団給食施設等における食中毒を予防するために、
HACCPの概念に基づき、調理過程における重要管理事項等
を示したマニュアルです。

42 腸管出血性大腸
菌O157

ち ょ う か ん
しゅっけつせい
だいちょうきん
おーいちごなな

　ヒトの腸管や腎臓等に対する細胞毒性を有するベロ毒素を
産生し、出血を伴う腸炎のほか、重篤な溶血性尿毒症症候群
（HUS）を起こす病原性大腸菌のひとつ。大腸菌は、菌の
表面にあるＯ抗原とＨ抗原により細かく分類されており、
「O157」はＯ抗原として157番目に発見されたものを持つ
という意味です。

43 動物用医薬品 どうぶつようい
やくひん

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律に基づく医薬品のうち、家畜（牛、豚、鶏等）や
養殖魚に使用されるもので、抗菌性物質や一般薬等がありま
す。同法により、医薬品ごとに使用対象動物、用法・用量及
び使用禁止期間等が定められています。

44 特用林産物 とくようりんさ
んぶつ

　特用林産物とは、森林原野を起源とする生産物のうち、一
般の木材を除くものの総称です。きのこ、木の実、山菜、わ
さび、うるし、木炭、竹材等の森の恵みを「特用林産物」と
呼びます。

45
栃木県きのこの
放射性物質低減
対策ガイドライン

とちぎけんきの
このほうしゃせ
いぶっしつてい
げんたいさくが
いどらいん

　安全なきのこを生産するため、放射性物質の影響を回
避・低減する対策について、各生産工程に係る取組内容を示
すものです。

46 栃木県健康危機
管理マニュアル

とちぎけんけん
こうききかんり
まにゅある

　県民の生命の安全と健康の確保を脅かす事態が発生し、又
は発生するおそれがある場合に、迅速かつ適切に健康危機管
理対策が行われるよう、初動体制等を確立するための手順を
定めたものです。

47 栃木県食育推進
計画（第５期）

とちぎけんしょ
くいくすいしん
けいかく

　食育基本法第17条に基づき、「県民一人一人が、生涯に
わたり楽しく健全な食生活を実践することにより、食に対
する感謝の気持ちを深め、心身の健康と豊かな人間性を育
む」を基本理念として策定した計画で、第５期計画は令和8

（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間を期間と
しています。

48 栃木県食中毒処
理要領

とちぎけんしょ
く ち ゅ う ど く
しょりようりょ
う

　食中毒やその疑いがある事案が発生した際には、迅速かつ
的確な調査を行い、原因食品・原因物質・汚染源等の究明の
ための調査・事務処理等の具体的方法を定めたものです。

49 栃木県食中毒対
策要綱

とちぎけんしょ
くちゅうどくた
いさくようこう

　大規模な食中毒発生時には、必要に応じ連絡会議、対策本
部を設置し、関係機関との迅速な情報交換、十分な連絡調整
を行い、原因究明、発生拡大防止、効果的な対策等円滑な処
理を図ること等を定めたものです。
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

50 栃木県食品安全
推進本部

とちぎけんしょ
くひんあんぜん
すいしんほんぶ

　栃木県における食品の安全確保に関する総合的な施策を推
進するため、知事が本部長となり、平成16（2004）年５月に
設置されました。本部の下に幹事会を置き情報の収集分析を
行い、さらに必要に応じて検討会委員が幹事会に諮る事項を
調査、検討します。（事務局：保健福祉部医薬・生活衛生
課）

51 栃木県食品衛生
監視指導計画

とちぎけんしょ
くひんえいせい
かんししどうけ
いかく

　食品衛生法に基づき、県が行う年間の食品衛生監視指導の
内容を毎年定めるものです。
　本県における食品営業施設等への年間立入予定回数は、
HACCPに沿った衛生管理方法、業種ごとの危険度、過去の
行政処分、指導状況、製造販売される食品の広域流通性、営
業の特殊性を勘案して、監視指導の重要度により５段階に分
類しています。

52
栃木県ノロウイ
ルス食中毒特別
警戒情報

とちぎけんのろ
ういるすしょく
ちゅうどくとく
べ つ け い か い
じょうほう

　ノロウイルスを原因とする食中毒は、冬季に多発し大規模
化する傾向があることから、11月１日から翌年３月31日ま
での期間を「栃木県ノロウイルス食中毒予防推進月間」と定
め、関係団体等に対して幅広く注意喚起し、また、食品等事
業者への衛生指導の強化に努めています。
　さらに、その期間内での定点医療機関当たりの感染性胃腸炎
の報告数の増加又は、県内の食品を提供する施設におけるノロ
ウイルスによる食中毒の初めての発生など、ノロウイルス食中
毒の発生の危険性が高まった時点で「栃木県ノロウイルス食中
毒特別警戒情報」を発信し、更なる注意喚起を行います。

53 とちぎ食の安全・
安心推進会議

とちぎしょくの
あんぜん・あん
しんすいしんか
いぎ

　とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例に基づ
き設置された県の附属機関で、平成19（2007）年２月に第１
回会議が開催されました。基本計画を定める場合等食品の安
全性に関する事項を審議しています。

54 とちぎの食環境
アライアンス

とちぎのしょく
かんきょうあら
いあんす

　食環境づくりに関する栃木県と県内市町、国と相補的・相
乗的な連携体制のことをいいます。産学官等で構成され、誰
もが健康な食事や食品を選択できる食環境づくりを推進する
こととしています。

55 と畜場及び食鳥
処理場

とちくじょうお
よびしょくちょ
うしょりじょう

　と畜場とは、食用に供する目的で牛、馬、豚、めん羊、山
羊をとさつし又は解体するために設置された施設をいいま
す。また、食鳥処理場とは、鶏、あひる、七面鳥等のとさ
つ、解体を行うために設けられた施設をいいます。

56 ト レ ー サ ビ リ
ティ

と れ ー さ び り
てぃ

　 ト レ ー ス （ T r a c e ： 足 跡 を 追 う ） と ア ビ リ テ ィ
（Ability：できること）を合わせた言葉で「追跡可能性」
を意味します。食品がいつ、どこで、どのように生産・加
工・流通されたかについての情報を蓄積し、消費者がそれら
の情報を確認できるようにすることをいいます。

57 農商工連携 のうしょうこう
れんけい

　地域の基幹産業である農林水産業者と商業工業事業者等が
連携し、相乗効果を発揮して新たな事業を展開することによ
り、地域経済を活性化させていくことです。
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

58 農薬管理指導士 のうやくかんり
しどうし

　農薬販売者、農薬使用者及び営農指導員等に対して、農
薬取締法等の関係法令や農薬に関する専門的な研修を実施
し、認定試験に合格した者を、農薬の安全かつ適正な使用及
び環境への負荷の軽減を図る指導的な役割を担う「農薬管理
指導士」として認定しています。

59 農薬危害防止運動 のうやくきがい
ぼうしうんどう

　国や都道府県等が主体となり、農薬の使用に伴う事故・
被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管
理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進するために
「農薬危害防止運動」を実施しています。
運動実施期間６～８月、11月～１月

60 農薬緊急事案対
応マニュアル

の う や く き ん
きゅうじあんた
いおうまにゅあ
る

　流通段階にある県産の農畜水産物において、関係法令で定
める基準値を超える残留農薬の検出等により、その安全性が
危惧される事案が発生した場合の関係機関等の対応について
定めたものです。

61 ノロウイルス のろういるす

　ヒトの腸管内で増殖し、人から人への感染のほか、ノロウイ
ルスに汚染された食品を食べることによって食中毒を発症しま
す。冬季を中心に年間を通して発生し、国内で発生している食
中毒の中で患者数が最も多い食中毒です。ノロウイルスによる
食中毒事例では、ノロウイルスに感染した食品取扱者により汚
染された食品を原因とすることが多く、その他の原因としては
カキやハマグリなどの二枚貝によるものがあります。

62 ハザード
（危害要因）

はざーど
（きがいよういん）

　食品安全分野において、ヒトの健康に有害な影響を及ぼす
おそれのある食品中の物質又は食品の状態のことです。食中
毒の原因となる微生物やプリオン等の生物的要因、自然毒や
残留農薬等の化学的要因、放射線や異物等の物理的要因があ
ります。

63 HACCP はさっぷ

HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Point
　原料の入荷から製造、製品の出荷までの一連の工程にお
いて、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のあるハ
ザード（危害要因）を科学的根拠に基づいて管理する方法で
す。食品衛生法の改正により令和３（2021）年６月から、原
則としてすべての食品等事業者に対してHACCPに沿った衛
生管理が義務化されました。

64 被覆肥料 ひふくひりょう

　肥料粒の表面を被膜でコーティングすることにより、肥料
成分の溶け出すスピードをコントロールすることができる肥
料です。肥料成分の溶け出すスピードをコントロールするこ
とにより、作物の生育に合わせて肥料を効かせることが可能
になります。

65 フードドライブ ふーどどらいぶ 　家庭で余っている食品を持ち寄り、それらをまとめて
フードバンクや福祉施設等に寄付する活動です。

66 フードバレーと
ちぎ推進協議会

ふーどばれーと
ち ぎ す い し ん
きょうぎかい

　平成22（2010）年11月、県内の農林漁業者や食品製造業
をはじめとする食品関連企業、産業支援機関など“食”に関
する幅広い主体が集結し、活発に交流・連携する場として設
立した協議会です。（令和７（2025）年10月１日現在1,007
企業・団体が加入）
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

67 フードバンク ふーどばんく

　食品製造業者や農家、家庭等から、まだ食べられるのに
捨てられてしまう食品の寄付を受け、食べ物に困っている
方、福祉施設等に無償で提供する活動やその活動を行う団体
のことです。

68 物理的防除資材 ぶつりてきぼう
じょしざい

　防虫ネットや粘着板等のように、物理的に病害虫による被
害を防ぐ資材を「物理的防除資材」といいます。

69 報告書 ほうこくしょ
　「とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画
に基づく実績報告」、「栃木県食品衛生監視指導計画実施結
果」を報告書として毎年公表しています。

70 放射性物質 ほ う し ゃ せ い
ぶっしつ

　放射線を出す能力をもった物質のことです。自然界にも存在
するものであり、土壌や植物から検出されることがあります。

71 ポジティブリス
ト制度

ぽじてぃぶりす
とせいど

　食品への残留が認められた農薬、飼料添加物及び動物用
医薬品をリスト化し、個別の残留基準又は「一律基準」
（0.01ppm）を超過した食品の流通を禁止する制度です。

72 無承認無許可医
薬品

むしょうにんむ
きょかいやくひ
ん

　「無承認無許可医薬品」とは、医薬品ではないのに、医薬
品のような効能・効果をうたって販売されている製品や、い
わゆる「健康食品」に医薬品成分が含まれているものをいい
ます。

73 薬剤感受性 や く ざ い か ん
じゅせい

　ある微生物に対してある薬剤が有効な場合、微生物はその薬
剤に対して感受性があるといいます。特定の薬剤が効くか効か
ないかを感受性試験（検査する薬剤を加えた検査紙を用いて、
特定の微生物が生育可能かを調べる試験）で判断します。

74 薬剤耐性菌 やくざいたいせ
いきん

　薬剤（抗菌性物質）に対し抵抗力を持ち、薬剤が効きにく
くなっている菌のことです。薬剤耐性菌の出現の原因として
は、薬剤の連用や過剰な使用が考えられています。薬剤耐性
菌の発現を防止するには、薬剤を適正に使用しなければなり
ません。

75 有機農業 ゆうきのうぎょ
う

　化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに
遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産
に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方
法を用いて行われる農業です。

76 養殖衛生管理 ようしょくえい
せいかんり

　安全な水産物を提供するために、生産段階において、病気
の発生やまん延防止、養魚用飼料や水産用医薬品の適正な使
用に関して、必要な措置を講じることです。

77 リスク りすく
　食品中にハザードが存在する結果として生じるヒトの健康
への悪影響が起きる可能性と影響の程度（健康への悪影響が
発生する確率と影響の程度）のことです。
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No. 用　　語 読み仮名 解　　説

78 リスクコミュニ
ケーション

りすくこみゅに
けーしょん

　リスク評価機関（科学者、専門家）、リスク管理機関
（行政）、消費者、事業者、流通業者、小売り業者等の関係
者がそれぞれの立場から、食の安全について情報や意見を交
換することにより、相互理解を深めることです。

79 ６次産業化 ろくじさんぎょ
うか

　農業者が農産物の生産（１次産業）だけでなく、自らが
生産した農産物を用いて、商品の製造・加工（２次産業）
や、販売（３次産業）に取り組むことにより、農産物の付加
価値を向上させて、収益力を高めることです。
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とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例

　私たちの社会は、科学技術の貢献などによって、日常生活の利便性や快適性が向上するなど、総じてくら
しの豊かさを実感できるものとなっている。
　しかし、食品の安全性や信頼性を損なう事態の発生などを背景として、県民の食に対する関心が一層高まっ
てきており、生命と健康の源である食の安全・安心を確保することは、私たちすべての強い願いである。
　私たちが住む栃木県は、首都圏の一翼を担う地勢の優位性を持ち、全国有数の豊かな農業生産を展開し、
本県はもとより首都圏の食料基地として大きく貢献するとともに、食に関する産業が地域経済において重要
な役割を果たしている。
　こうした特色を持つ本県において、食品の生産から消費、さらには、廃棄、再生利用に至るすべての関係
者及び県民が、食の安全・安心・信頼性の確保に関して、それぞれの立場でその責務と役割を果たすことは、
極めて大きな意義を持つものである。
　ここに、県民の総意として、生命と健康の源である食と農に対する理解を深めながら、食の安全・安心・
信頼性を確保することを決意し、この条例を制定する。

(目的 )
第‌�一条　この条例は、食と農に対する理解を基礎とした食の安全・安心・信頼性の確保（以下「食の安全・
安心の確保」という。）に関して基本理念を定め、県及び事業者の責務並びに県民の役割を明らかにする
とともに県の施策に関する基本事項を定めることにより、食品の生産・加工・流通・消費・廃棄・再生（以
下「食品の生産・消費・再生等」という。）の各般にわたる施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県
民の健康の保護に資することを目的とする。

(定義 )
第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　一　食　食品、食文化、食習慣、食育等の総称をいう。
　二‌�　食と農　食品の生産を目的とした植物の栽培等又は家畜若しくは魚介類の飼養等に係る人の営み並び
に食品の生産から消費に至る行程及びその結果生ずる食品循環資源（食品循環資源の再生利用等の促進
に関する法律（平成十二年法律第百十六号）第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。）等に係る
一連の活動をいう。

　三‌�　食育　食に関する知識及び食品を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を
育てることをいう。

　四‌�　食品　全ての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和
三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。）をいう。

　五‌�　事業者　肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれ
がある農林漁業の生産資材、食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。）若しくは
添加物（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第二項に規定する添加物をいう。）又
は器具（同条第四項に規定する器具をいう。）若しくは容器包装（同条第五項に規定する容器包装をいう。）
の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行うものをいう。

(基本理念 )
第‌�三条　食品の安全・安心・信頼性の確保（以下「食品の安全・安心の確保」という。）は、県民の健康の

平成十八年六月二十三日
栃木県条例第三十九号
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保護が最も重要であるという基本的認識の下に県及び事業者において必要な措置が講じられることによ
り、行われなければならない。
２‌�　食品の安全・安心の確保は、本県の食文化や食習慣を踏まえた食と農に対する理解を促進させる活動及
び食育の積極的な推進によって、県、事業者及び県民がそれぞれの責務若しくは役割を果たし、又は相互
の信頼の下に取り組むことにより、行われなければならない。
３‌�　食品の安全・安心の確保は、科学的知見に基づき、県が国及び市町村と連携協力を緊密にして適切な施
策を講ずることにより、行われなければならない。
４‌�　食品の安全・安心の確保は、県及び事業者における積極的な情報の公開並びに県民との意見の交換、公
表等による情報の共有化を推進して共通認識の形成を図ることにより、行われなければならない。
５‌�　食品の安全・安心の確保は、食品の生産の方法及び流通の過程において、循環型社会の視点に配慮しな
がら行われなければならない。

(県の責務 )
第‌�四条　県は、食の安全・安心の確保のため、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、
食品の生産から消費に至る行程の各般に応じて総合的かつ計画的な施策を講ずる責務を有する。

(事業者の責務 )
第‌�五条　事業者は、基本理念にのっとり、食品の安全・安心の確保に関して、第一義的責任を有することを
認識して、その事業活動を行う責務を有する。
２‌�　事業者は、消費者が食品の選択をするに際して重要である食品の表示を正確かつ適切な表示に努めるこ
とにより、県民の信頼を損なうことのないようにその事業活動を行う責務を有する。
３‌�　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、食品の安全・安心の確保を常に念頭におき、事業活動の
改善及び向上に努めなければならない。
４　事業者は、県が実施する食品の安全・安心の確保に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

(県民の役割 )
第‌�六条　県民は、基本理念にのっとり、食品の安全・安心の確保に関する知識と理解を深めるとともに、県
の行う施策若しくは事業の展開に参画し、意見を表明し、又は情報を提供することにより、積極的にその
役割を果たすよう努めるものとする。
２‌�　県民は、常に自らが、食品による危害の被害者又は加害者となり得ることを認識し、食品の生産・消費・
再生等に関わるよう努めるものとする。

(環境への配慮 )
第‌�七条　県、事業者及び県民は、食品の安全・安心の確保に当たっては、食品の生産・消費・再生等において、
社会環境の変化、化学物質の出現等による環境への負荷が増大されてきている現実を認識して、環境への
負荷の軽減に努める等環境に及ぼす影響について配慮しなければならない。

(基本計画 )
第‌�八条　知事は、食の安全・安心の確保に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するため、食の安全・安
心の確保に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。
２　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　一　食の安全・安心の確保に関する施策の大綱
　二‌�　前号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項

３‌�　知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう適切な措置を講じな
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ければならない。
４‌�　知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、とちぎ食の安全・安心推進会議の意見を聴かな
ければならない。
５　知事は、基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。
６　前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(生産及び供給体制の確立 )
第‌�九条　県は、事業者の安全で安心できる食品を生産し、及び供給するための体制の確立に関する必要な施
策を実施するものとする。

(監視、指導及び検査の強化 )
第‌�十条　県は、食品の安全性、食品の表示の適正化等について、一貫した監視、指導及び検査に関する必要
な施策を実施するものとする。

(情報の共有及び相互理解の促進 )
第‌�十一条　県は、食品の安全・安心の確保に関し、情報の収集、分析及び公開に努めるとともに、関係者間
の情報の共有及び県民と事業者との相互理解の促進に関する必要な施策を実施するものとする。

(体制の整備及び連携の強化 )
第‌‌�十二条　県は、食品の安全性を確保するための試験研究体制の整備並びに食品の摂取による県民の健康に
係る重大な被害の発生の未然防止及び当該被害の拡大を防止するための緊急の対処に係る体制の整備に関
する必要な施策を実施するものとする。
２‌�　県は、食の安全・安心の確保に関し、適切な施策を実施するため、国、他の都道府県、市町村等との密
接な連携に努めなければならない。

(県民参加 )
第‌‌�十三条　県は、食の安全・安心の確保に関し、県民が幅広く主体的に関わることができるよう、県民参加
の促進に関する必要な施策を実施するものとする。
２‌�　県は、食の安全・安心の確保に関し、広く県民の意見を求めるための必要な措置を講じて施策に反映す
るよう努めるものとする。

(人材の育成 )
第‌‌�十四条　県は、食の安全・安心の確保に関する専門的な知識を有する人材の育成に努めなければならない。

(自主基準の設定及び公開 )
第‌‌�十五条　事業者は、県民の安全で安心できる食品の選択に資するため、自らが提供する食品の安全性及び
信頼性に関する基準の設定並びにその公開及び遵守に努めなければならない。
２‌�　県は、前項の規定により事業者が行う基準の設定及び公開を促進するため、必要な措置を講ずるものと
する。

(食育等の推進 )
第‌‌�十六条　県は、食育の普及啓発を推進するため、家庭、学校及び地域における食に関する教育及び取組の
推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
２　県は、地産地消（地域で生産された農林水産物を当該地域で消費することをいう。）を推進するため、
地域の食材の提供及び利用の促進、普及啓発、情報の発信その他の必要な措置を講ずるものとする。
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( 危害情報の申出 )
第‌‌�十七条　県民は、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品に関する情報を入手した場合は、県に対し
て適切な対応をするよう申出をすることができるものとする。
２‌�　県は、前項の申出があった場合において、当該申出に係る事実を確認するために必要な調査を行い、当
該申出の内容に相当の理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。
３‌�　第１項の申出をしようとする者は、この条の制度を濫用してはならず、公益を図る目的でこれを利用す
る責任を負うものとする。

(議会への報告等 )
第‌‌�十八条　知事は、毎年度、食の安全・安心の確保に関して講じた施策を県議会に報告するとともに、県民
に公表するものとする。

(施策の提案 )
第‌‌�十九条　次に掲げるものは、県に対し、食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保に係る県の施策に
ついて、制度の新設若しくは改廃又は制度運用の改善の措置を講ずるよう提案をすることができる。
　一　県内に住所を有する者
　二　県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
２‌�　前項の提案をしようとするものは、この条の制度を濫用してはならず、公益を図る目的でこれを利用す
る責任を負うものとする。

(とちぎ食の安全・安心推進会議 )
第‌‌�二十条　この条例によりその権限に属することとされた事項を行わせるため、とちぎ食の安全・安心推進
会議（以下「推進会議」という。）を設置する。
２‌�　推進会議は、前項に規定するもののほか、食品の安全性の確保に関する重要事項を調査するとともに、
県に建議することができる。
３　この条に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任 )
第‌‌�二十一条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
１　この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
２　この条例施行の際現に策定されているとちぎ食品安全確保指針は、第八条第一項の基本計画とする。
　　　附　則（平成二六年条例第五一号）抄
(施行期日 )
１　この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。



− 49 −

とちぎ食の安全・安心推進会議規則

　（趣旨）
第‌�一条　この規則は、とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例（平成十八年栃木県条例第三十九号）
第二十条第三項の規定に基づき、とちぎ食の安全・安心推進会議（以下「推進会議」という。）の組織及
び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

　（組織）
第二条　推進会議は、委員二十人以内で組織する。
２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
　一　消費者
　二　事業者
　三　学識経験を有する者
　四　前三号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者

　（任期）
第三条　委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。

　（会長及び副会長）
第四条　推進会議に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によりこれを定める。
２　会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

　（会議）
第五条　推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
３　推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

　（庶務）
第六条　推進会議の庶務は、保健福祉部において処理する。

　（委任）
第七条　この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

　　　附　則
　　この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
　　　附　則（平成三〇年規則第一四号）
１　この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
２‌�　この規則の施行の際現に栃木県消費生活安定対策審議会、栃木県文化功労者選考委員会、栃木県大規模
小売店舗立地審議会、とちぎ食の安全・安心推進会議規則及び栃木県救急搬送受入協議会の委員に任命さ
れ、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県規則第七十一号
平成十八年九月二十九日
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とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画（５期計画）策定経過

とちぎ食の安全・安心推進会議委員名簿

月　　日 会　議　等 内　　容

令和６(2024)年６月～７月 県政世論調査の実施 食の安全・安心に関する県民の意識
を調査

令和７(2025)年２月12日 第33回とちぎ食の安全・安心推進会議 基本計画骨子案の意見聴取

令和７(2025)年７月14日 第34回とちぎ食の安全・安心推進会議 基本計画素案の意見聴取

令和７(2025)年11月26日
～12月25日 パブリック・コメントの実施 基本計画案に対する県民の意見募集

令和８(2026)年２月９日 第35回とちぎ食の安全・安心推進会議 基本計画案の意見聴取

令和８(2026)年３月27日 栃木県食品安全推進本部会議 基本計画決定

※任期：令和７(2025)年４月１日～令和10(2028)年３月31日（五十音順、敬称略）

No 氏　　名 推薦団体・勤務先等

1 　荒牧　欣子 公募

2 ◎石井　晴夫 東洋大学　名誉教授

3 　今村　光代 公募

4 　菊地　正幸 公益社団法人栃木県食品衛生協会　会長

5 　小菅　哲男 栃木県議会議員

6 　塚原　政雄 栃木県生活協同組合連合会　副会長理事

7 ○中村　好一 自治医科大学　名誉教授

8 　野澤　克子 栃木県市町村消費者団体連絡協議会　会長

9 　服部　貴子 公益社団法人栃木県栄養士会　副会長

10 　藤波　一博 一般社団法人栃木県食品産業協会　会長

11 　堀口　逸子 慶應義塾大学医学部　非常勤講師

12 　前田　　勇 宇都宮大学農学部　教授

13 　松本　富男 栃木県農業士会　副会長

14 　室井真佐美 栃木県女性農業士会　会長

15 　茂木　信幸 株式会社下野新聞社　論説委員

16 　和久井要子 栃木県農業協同組合中央会農業対策部　部長

（◎：会長、○：副会長）
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食に関する相談窓口一覧
○食品の安全性（食品衛生）に関する相談

所　　属 住　　所 電話番号
保健福祉部　医薬・生活衛生課 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-3109
県西健康福祉センター 鹿沼市今宮町1664-1 0289-64-3028
県東健康福祉センター 真岡市荒町116-1 0285-83-7220
県南健康福祉センター 小山市犬塚3-1-1 0285-22-4235
県北健康福祉センター 大田原市本町2-2828-4 0287-22-2364
安足健康福祉センター 足利市真砂町1-1 0284-41-5897
今市健康福祉センター 日光市瀬川51-8 0288-21-1066
栃木健康福祉センター 栃木市神田町6-6 0282-22-4121

○食品の表示に関する相談（食品表示相談窓口）
所　　属 相談内容 電話番号

保健福祉部　医薬・生活衛生課 品質事項に関すること 028-623-3114
保健福祉部　健康増進課 保健事項等に関すること 028-623-3094

県西健康福祉センター 衛生事項に関すること
保健事項等に関すること

0289-64-3028
　　　62-6225

県東健康福祉センター 衛生事項に関すること
保健事項等に関すること

0285-83-7220
　　　82-3323

県南健康福祉センター 衛生事項に関すること
保健事項等に関すること

0285-22-4235
　　　22-1509

県北健康福祉センター 衛生事項に関すること
保健事項等に関すること

0287-22-2364
　　　22-2679

安足健康福祉センター 衛生事項に関すること
保健事項等に関すること

0284-41-5897
　　　41-5895

今市健康福祉センター 衛生事項に関すること 0288-21-1066
栃木健康福祉センター 衛生事項に関すること 0282-22-4121

○食料、農業、農村に関する相談（食と農の相談室）
所　　属 住　　所 電話番号

農政部　農政課 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2288
河内農業振興事務所 宇都宮市竹林町1030-2 028-626-3076
上都賀農業振興事務所 鹿沼市今宮町1664-1 0289-62-5236
芳賀農業振興事務所 真岡市荒町116-1 0285-82-4720
下都賀農業振興事務所 栃木市神田町5-20 下都賀庁舎第２別館 0282-23-3425
塩谷南那須農業振興事務所 矢板市鹿島町20-22 0287-43-1252
那須農業振興事務所 大田原市本町2-2828-4 0287-23-2151
安足農業振興事務所 佐野市堀米町607 0283-22-2355

○消費生活に関する相談
所　　属 住　　所 電話番号

消費生活センター
(生活文化スポーツ部くらし安全安心課内) 宇都宮市塙田1-1-20 028-625-2227
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